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このシリーズを刊行するにあたって

　このシリーズは、法曹としてのキャリア形成を志すみなさんに、現実の社会
で遭遇しそうな紛争類型を素材に、プロだったら、民法を活用して、どのよう
にして紛争を解決するのかを示すことを狙いとしています。いわば法的思考の
プロセスについて「見える化」を図り、みなさんが、これまで民法について学
んだ知識を現場で使えるようにすることを目的としています。

　日本の民法典は、 5つの編から構成され、より抽象度の高いものから順に条
文が並ぶ、いわゆる「パンデクテン方式」が採用されています。このため、初
学者にとっては、どのようなルールが定められているのかを理解することは簡
単ではありません。このような学習の難しさを克服するために、これまでも、
簡単な設例（教科書設例）を示して条文の解説がなされ、どのような規範が定
められているのかが理解できるように工夫されてきました。
　しかし、実際の紛争を法律に基づいて解決するためには、まず紛争の当事者
が何を求めているのかを分析して、それを法律の世界の言葉に翻訳する作業が
必要になります。また、紛争の当事者は、それぞれ自己の主張が法律に基づい
た根拠があることを主張することが必要になります。しかし、この作業は、個
別の条文の意味や解釈上の争いを理解しているだけではできません。主張が相
互にどのような関係にあるのかを整理して、それを解決するために適用すべき
法規範を組み立てなければなりません。そして、この規範が当該事案に当ては
まることを示して、当該紛争の結論を出す必要があるからです。

　本シリーズの第 1の特色は、ケースメソッド方式を採用し、事案を解析する
力、また、当該紛争に適用すべき民法規範を組み立て紛争の解決への道筋を示
す力を育成しようとする点にあります。本シリーズのタイトルが、「紛争類型
から学ぶ応用民法」をなっているのは、この点を表すためです。
　もっとも、教育の現場ではパンデクテン方式で講義が行われることが多いこ
とから、当該紛争事例で主要な争点となっている点に着目して、「総則と物権
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（担保物権を除く）」「債権総論・契約」「債権回収①（担保物権を除く）・家族」
「債権回収②（担保物権）・不法行為」の全 4巻に編集して読者に届けることに
しました。
　第 1巻にあたる本書では、所有権確認請求・不動産明渡請求・不動産登記請
求・動産引渡請求の 4つの紛争類型を取り上げており、これらの紛争類型で主
な争点となっているのは、不動産物権変動、登記請求権、94条 ２ 項類推法理、
即時取得、虚偽表示・錯誤、代理・無権代理・表見代理、利益相反行為と代理
権の濫用、占有、取得時効をいった、総則・物権法で扱われる典型的な論点に
なります。
　これまでの演習教材は、口頭弁論終結時において確定した事実を念頭に、請
求が認められるかどうかだけを検討するものが多かったように思います。本シ
リーズでは、訴えを提起する前、訴え提起後、口頭弁論終結前の段階も取り上
げ、紛争内容が刻々変化する状況の中で、適用すべき民法規範を組み立て紛争
の解決の道筋を示すことができるように工夫してあります。これまでの検討方
法を静止画像に基づく考察と呼ぶとすれば、本シリーズの検討手法は、紛争解
決の過程を動態的に考察しているといってもよいかもしれません。
　このような考察を行うために、本シリーズでは、研究者・裁判官・弁護士そ
れぞれの目線から検討を加えました。具体的には、まず、千葉が法学セミナー
で２0２0年 4 月号から「紛争類型で学ぶ民法演習」というタイトルで連載を開始
し、臨床の現場でよく遭遇する紛争類型を準備した上で紛争解決の道筋につい
て見取り図を作成しました。これを素材に、裁判実務・弁護実務に精通され、
長年にわたって法科大学院教育に携わってこられた髙原知明元裁判官（現大阪
大学法科大学院教授・民事訴訟法担当）と川上良弁護士（元大阪大学法科大学院教
授）に、本シリーズの企画に参画していただき、 3人で徹底した討議を行い、
その結果に基づいて執筆しました。

　本シリーズの第 ２の特色は、民法と民事訴訟法の対話を試みた点です。
　民事裁判・民事弁護を視野にいれ、臨床の現場で民法を使えるようにするた
めには、民法と民事訴訟法の対話が必要です。法科大学院では、民法と民事訴
訟法の学習の橋渡しをするために「民事実務基礎」「要件事実」といった科目
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が用意されています。しかし、教育現場を見るかぎり、この科目を設置しただ
けでは両法の連結がスムーズになるわけではないようです。
　民法と民事訴訟法の対話を困難にしている根本的な原因は、民法が権利の体
系であるのに対して、民事訴訟法が請求権を基本単位にしている点にあります
が、両法の相互乗り入れへの関心が薄いことにも原因があるように思います。
　たとえば、主張・立証責任が問題となる場合を例にとると、民事訴訟法学か
らは、主張・立証責任という考え方は民事訴訟法で教えるにしても、具体的な
紛争の中で主張・立証責任がどのように分配されるべきかは、実体法規範が基
本的な基準を提供しているのだから、民法学で当然教えるべきであるという声
があります。他方で、民法学からは、主張・立証責任という問題は、民事裁判
での攻撃・防御の在り方を考えるために必要とされているのであり、民法学は
民事裁判が行われる場面だけを取り扱っているわけではないから、具体的な紛
争の中で主張・立証責任がどのように配分されるべきかを民法学でとりあつか
うべきであるという意見には違和感があるという声があります。しかし、現実
の紛争解決を行うためには両法の橋渡し・連携が必要不可欠であり、相互理
解・相互の歩み寄りが重要であるように思います。
　そこで、本シリーズでは、民法と民事訴訟法の間隙を埋めるために、執筆者
3人のこれまでの経験を生かして、実体法と手続法の対話を可能にする法的思
考のプロセスを示しました。詳しくは、本書の序章～第 ２章をご覧いただくと
よいと思います。

　本シリーズの第 3の特色は、判例理論を精査し、一貫した解釈論を提示して
いる点です。
　２017（平成２9）年以降、民法は大規模な改正作業が続いています。そこで、
本シリーズではこれまでの判例理論の射程距離を分析し、判例理論が改正後も
維持されるのかどうか、維持されるとしても、変更すべき点がないのかを徹底
して考えました。
　法改正があった部分については、まだ判例もなく、通説といわれる定説が形
成されているというわけでもありません。また、改正された部分と改正されな
った部分を体系的、整合的に解釈できるのかについては、理論的な検討が始ま
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ったばかりです。このような状況のもとで、共著者が分担執筆をすると、執筆
者によって見解が異なり、読者を混乱させるおそれがあります。このような不
都合を避けるために、本シリーズでは、見解の対立点自体をできるだけ明らか
にしたうえで、 3人で討議を重ね一貫した解釈論を展開するように心掛けまし
た。もっとも、 3人の意見が完全に一致しているわけではありません。食い違
いがある場合には、解釈論の一貫性という観点から千葉の考え方を優先して記
述しました。したがって、本文で記載した民法の解釈論については千葉に責任
があります。

　本書の執筆にあたっては、法学セミナーでの「紛争類型で学ぶ民法演習」の
連載と本書の企画・初校までを担当してくださった元法学セミナー編集長・晴
山秀逸さんに、また、再校から本書の刊行までを担当してくださった現・法学
セミナー編集長・小野邦明さんに、大変お世話になりました。新しい冒険に根
気よくお付き合いくださり、執筆者の思いを形にしてくださったお二人に深く
感謝申し上げます。
　また、末筆ながら、本書の作成にあたって、編集会議の設営、資料の準備、
校正作業など細やかなサポートしてくださった田中有記枝さんにも、この場を
借りて、心より御礼申し上げます。

　執筆者一同、本シリーズが読者の皆様のお役に立てることを心より願ってい
ます。

２0２3年 4 月
� 執筆者を代表して
� 千葉　惠美子
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序　章　これから何を学ぶか　　1

◆1　本シリーズのねらい
　初学者向けの道案内役となる教科書や講義などを通じて、専門用語の意味を
理解し、条文の趣旨を理解できるようになったと思っても、現実に起こってい
る事件や紛争について、どのように解決したらよいかと相談を受けると、適切
な回答やアドバイスをできない経験を持つ人は少なくない。音の出し方や楽典
を習得しても、好きな楽曲を演奏しようとすると、それだけでは音楽にならな
いのと同じかもしれない。
　法学を深く学びたいと思っている場合、この溝を埋めるためには、講義と並
行して専門演習を履修するのが一般的である。しかし、専門演習でも、判例の
事案を整理して判例の考え方について理解を深めること、教科書設例よりやや
複雑な事例を通じて、条文の解釈について見解が分かれている点について、判
例や通説の考え方を理解することで終わってしまうことが多い。
　「法制度がわかる」ことを中心に教育が行われてきたのは、法律を利用して
紛争解決の方向性を考える力まで育成する必要はないと考えてきたからなのか
もしれない。裁判官・検察官・弁護士になる人は一握りの専門家で、法律のプ
ロとして、法制度をどのように使うかは、これらの専門家がOJT（On-the-Job�
Training）の中で考えれば足りるというのが、一般的な考え方だったのかもし
れない。
　しかし、総合職として学生を採用して職場の中でその企業にあった人材育成
を行い、終身雇用制の中で人材に対する投下資本を回収するといった職場環境
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は一変しつつある。日本の多くの企業は、年功序列を前提とした「職能給」か
ら、成果主義型の賃金形態である「職務給」へとシフトし、 1つの企業で職業
人としての人生を終える人も減少してきている。「業務の種類」や「個人の成
果・責任」に基づいて給与が決まり、それぞれの職種に合った賃金評価を行う
という考え方が浸透する中では、法学を学んだ者についても、広く専門性が要
求される時代が始まろうとしている。
　本書を含む本シリーズは、法学を深く学びたいと思っている人に、「法制度
がわかる」という段階から、ステップアップして、「民法を活用して紛争を解
析して解決する力」を育てるための教科書である。このようなステップアップ
のためには、①紛争となっている現実の生活事実を解析する力、②①をもとに
民法という紛争解決手段を利用して議論を組み立てる力、③紛争解決の肝とな
る点を洗い出し、所与の事実からどのような結論が導けそうか考える力をつけ
る必要がある。このような力は、裁判官や弁護士などの狭い意味での実務法曹
のみならず、企業で予防法務や経営戦略の観点から法的アドバイスを行う者な
ど、広い意味での法律のプロに求められている基本的な素養といってよい。
　紛争を回避するためにも、紛争を解決するためにも、あるいは、より戦略的
に法制度を利用するにしても、常に、裁判による判決で示される解決結果の予
測が重要な判断材料になる。民事裁判では、紛争当事者間に実体法上の請求
権・権利関係があるかどうかを判断して紛争を解決することになるが、原告の
請求を理由ありとする判決（請求認容判決）が確定すると、被告が権利実現に
協力しない場合であっても、国家機関が、確定判決に基づき権利者のために強
制的に権利の実現に向けた手続をしてくれるからである（民414条、民執２２条以
下）。
　本書を含む本シリーズでは、当該事案において、原告が被告に対して、民法
上、どのような権利や請求権があるのかを判断するために（☞【図表 １ 】原告・

被告間の太線）、①原告となる当事者が誰を相手方（被告）としてどのような請
求をしたらよいのか（☞【図表 １ 】原告・裁判所間の実線①）、②原告からの請
求を巡ってどのような攻防が原告・被告間で展開されることになるのか（☞

【図表 １ 】当事者・裁判所間の実線②）、③当事者間の紛争を解決するために、裁
判官ならどのような判決をするのかを検討する（☞【図表 １ 】当事者・裁判所間
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の実線③）。このような検討を通じて、民法を活用して紛争を解決するための
道筋を考えてみることにしたい。
　第 １ 章で述べるように、民事裁判では、裁判官が事実関係を尋ねてくれるわ
けでも、調べてくれるわけでもない。裁判官は、当事者双方の主張する事実を
出発点としながら法的判断をすることになる。したがって、民事裁判の原告・
被告の立場に立って、自己の主張を正当化するために、民法上の制度に基づい
てどのような攻防を積み重ねて議論を展開できるかを考えることは、民法上の
重要な制度についての要件・効果や制度相互間の関係の理解を深めるためにも、
極めて有益な思考のプロセスとなる。
　また、裁判官の立場に立って、当該請求権の有無を巡る当事者双方の主張を、
法理論の論理的順序に従って整理して当該紛争で解決の分岐点となる争点を明
らかにし、適用すべき法規範の意味を解釈した上で、法を適用する過程を具体
的に検討することは、法的三段論法という法律学における議論の作法を知るこ
とにつながる。
　本シリーズは、民法の基礎知識を確認するために、簡単な事案で 1つの論点
あるいは 1つの判例を学習するためのBasic な演習書ではない。また、事例研
究や判例研究を集めたものでもない。本書を含む本シリーズは、ケースメソッ

民 事 裁 判

実体法上の請求権
実体法上の権利

法律関係

①訴訟上の請求 ②請求を巡る攻防 ②請求を巡る攻防

③　 判　決

民

　
　
　法

裁判外の法主体

被　告原　告

民
事
訴
訟
法

当 事 者

裁 判 所

【図表 １ 】本書における検討のプロセス
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ド（ケースブックメソッド）を採用し、民法を「知る」という段階から、民法
を「使う」段階にグレードアップすることを支援するための教科書である。し
たがって、対象となる主な読者層としては、講義を一応聴講した学部学生・法
科大学院生で将来的に法学分野の専門的人材となることを志す方、予備試験・
司法試験の受験生、司法修習生、若手の弁護士や企業内法曹など、すでに法学
分野の専門的人材として職務に従事している方を想定している。
　そこで、本シリーズでは、紛争類型ごとに、まずは、より基本的なケースに
基づいて民法上の制度を深く理解するための基礎編、次に、事案が複雑で争点
が複数あるケースに基づいて民法上の複数の制度の関係を立体的に理解するた
めの発展編・応用編を展開している。発展編・応用編は ２つ以上の制度に関連
する問題となっていることから、どのような基本的な制度に関連しているのか
を解析し、これを基に議論を組み立てることが必要になる。学生については、
授業と並行して基礎編を、予備試験や司法試験受験生については、少なくとも
発展編までは確実に理解することを期待したい。司法修習生・若手の実務法曹
にとっては、応用編も日常業務でよく遭遇するレベルの問題である。
　なお、本書を含む本シリーズは、民事裁判を前提に議論の組み立て方を示し
ているが、民事訴訟法や民事執行法などの手続法を予め履修している必要はな
い。むしろ、これらの手続法科目を履修する前に、本書を含む本シリーズを通
じて訴訟手続の骨格や通常のプロセスを知り、実体法と手続法がどのように関
連しているのかを知っていただければよい。

◆2　本書を含む本シリーズの構成
1. 各章で何を学ぶか

　本書を含む本シリーズは、複雑なケースを素材に、事実関係を整理し、解決
すべき課題がどこにあるのかを明らかにし、その思考の道筋を分析することに
よって、民法を活用してさまざまなケースに対応できる紛争解決能力の向上を
図ることを目的としている。
　そこで、本書を含む本シリーズの各章は、原則として、出題の趣旨→【例
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題】の提示→原告が誰に対してどのような権利があると主張するか→原告が
主張する請求権があるかどうかを巡る当事者の攻防→原告の請求の当否につ
いてどのように考えるかという各ステップによって構成されている。
　民法についてBasic な法律的な知識を理解していることが前提となるから、
民法の基本書や体系書で、抽象度の高い概念や理論を並行して、あるいは、先
行して学ぶことが必要になる。そこで、本書を含む本シリーズでは各章の冒頭
で「出題の趣旨」として、どのような基礎的な学習が必要であるのかについて
示してある。また、２017年民法（債権関係）改正、２018年民法相続法改正、
２0２1年民法改正・不動産登記法改正・相続土地国家帰属法など、近時改正され
た制度が関連している場合には、どのような改正がなされたのかについて概略
を示して、解説部分で展開される解釈論を考える際に、前提として理解すべき
点を示してある。
　実務法曹は、常に、当該事件について、自分が求める結論に向かってどのよ
うな立論が可能なのかを分析し、それに対して相手方の立場からはどのような
反論が予想されるか、それに対しどのように再反論するのか、相手方の反応も
勘案しながら、自分がどのようなレベルで争うのかを考えている。これに対し
て、通常の演習教材の場合、与えられた比較的簡単な事実に基づいて権利があ
るか、請求が認められるかだけを判断する単眼的なスタイルが多い。これでは
法律の専門家として、事件を複眼的、複層的に分析し、なぜそのような主張を
選択するのか、それにより紛争をどのように解決するのかという、実務の面白
さを知ることは難しい。
　そこで、本書を含む本シリーズでは、【例題】において、原則として民法が
適用されるような事案を比較的長文で作成している。また、当事者のそれぞれ
の言い分を整理した【例題】（いわゆる「言い分方式」）と、その後の訴訟で当
事者が主張した事実を整理した【例題】（司法試験の出題形式）、以上の ２つの
スタイルを用意した。民法の演習や試験等ではあまり使われていない「言い分
方式」による出題をしたのは、現実の紛争では、紛争の当事者が主張している
事実に違いがあったり、同じ事実を主張していても、その評価が異なっていた
りすることがほとんどであり、これが紛争の背景の 1つとなっているからであ
る。実際の紛争に近い事案を素材にすることで、原告が誰を相手にどのような
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権利があると主張して訴えを提起するのか、また、どのように原告と被告が対
話して議論を組み立ていくのか考えてみてほしい。
　次いで、本書を含む本シリーズでは、【例題】の事案について、紛争を解決
するための思考のプロセスを可視化するために、以下の順番で解説を加えてい
る。①原告が何を求めているかを明らかにし、これを実現するために、民事裁
判においてどのような実体法上の請求権・法律関係を主張したらよいのかを検
討している（訴訟物の選択）。その上で、②原告によって主張された実体法上の
請求権・法律関係の有無を巡って、紛争当事者間でどのような法規範に基づい
てどのような攻防が展開されることになるのかを分析し、議論の組み立てを行
なっている（請求権の有無を巡る攻撃防御）。この過程で何が当該紛争で真の争
点になっているのかを解明し、最後に、当該請求の当否について、どのように
判断するのか、その方向性を示している。

2. 最近の法改正と判例理論の取り扱い方

　上記の紛争解決のプロセスを考えるにあたっては、いずれの段階においても、
民事の紛争の解決基準として定められている私法規範が、議論の拠り所になる。
わが国は成文法主義を採用していることから、最も重要なのは民法典などの制
定法である。民法については、前述したように、最近多くの改正が行われてい
る。民法・債権関係（平成２9年法律第44号、２0２0年 4 月 1 日施行）、相続法部分の
改正（平成30年法律7２号・73号、一部は２019年から施行、多くは２019年 7 月 1 日、
配偶者居住権・配偶者短期居住権については２0２0年 4 月 1 日、法務局における遺言

書の保管等に関する法律は２0２0年 7 月10日施行）、成人年齢の引き下げに関する改
正（平成30年法律59号、２0２２年 4 月 1 日施行）、所有者不明土地の解消に向けた民
法・不動産登記法の改正（令和 3年法律第２4号、２0２3年 4 月 1 日施行。ただし、不
動産登記法の改正のうち、相続登記の申請義務化および相続人申告登記に関する規

定については２0２4年 4 月 1 日、住所等の変更登記の申請義務や所有不動産記録証明

制度などについては、２0２6年 4 月２8日までに施行）、また、相続等により取得した
土地所有権の国庫への帰属に関する法律（令和 3年法律第２5号、２0２3年 4 月２7日
施行）などに注意することが必要である。
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　民法の条文は、特に断らないかぎり２0２3年 4 月 1 日時点で施行されている条
文によるものとし、条数のみを記載する。２0２3年 4 月 1 日前の民法の条文につ
いては、改正前●条、２0２1年民法・不動産登記法改正については、２0２3年 4 月
1 日時点で施行されていない条文については、条文の後に未施行であることを
記載する。
　本書を含む本シリーズでは、事案解決に必要な限度で、これらの改正法の趣
旨に言及し解釈論を展開するとともに、これを前提として、改正法についても
民事訴訟における攻撃防御の方法がどのように当事者双方から展開されること
になるのかについても論述している。
　法規範の解釈論を展開するにあたっては、これまでの判例も重要である。も
っとも、判決は当該裁判で明らかにされた具体的事実についての裁判所の判断
であり、本来、その限度で拘束力があるにすぎない。最高裁判所の判決も、当
該事件についての下級審の裁判所を拘束するにとどまる（裁 4条、民訴3２5条 3
項後段）。しかし、下級審裁判所は上級裁判所の先例を事実上尊重することから、
類似した事件について同種の判決が集積されてくると、そこに一般的理論や法
則が定立されることになる。したがって、判例を通じて、具体的な事件でどの
ように法を解釈し、適用して紛争を解決しているのかを知ることは重要であり、
特に、最高裁判所の判決は拘束力が強い。このように、事実上、法源となるよ
うな判例を判例法と呼んでいる。
　そこで、本書を含む本シリーズでは、各章のテーマに関連して重要な判決を

【重要判例】として末尾に記載し、これらの判例を通じて、抽象的に規定され
ている制定法の具体的な意味・内容を考えるとともに、判決を通じてどのよう
な判例法が形成されているのかについて解説の中で明らかにしている。とりわ
け、２0２3年 4 月 1 日時点で施行されている条文の下で、改正前に形成された判
例法が、改正法のもとでも意義があるのかについて点検することが重要である。

3. より深く学ぶために

　本書を含む本シリーズでは、［Deep Learning］［Link］［Professional 
View］のコーナーを設けて、より深く理解ができるように配慮している。そ
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れぞれのコーナーでは、以下の観点から記述されている。
　［Deep Learning］では、本文で展開されている解説をより深くより正確に
理解するための情報や、例題の事件を解決する際に、しばしば誤りやすい議論
の分岐点などにについて解説を加えている。
　［Link］では、主に、本文で展開されている解説に関連する民事訴訟法や民
事執行法への橋渡しをするための情報、実体法と手続法がどのように関連して
いるのかについて解説を加えている。
　［Professional View］では、実務法曹の観点からみた場合に、紛争となって
いる事件を理解するための情報や、より広い視野から紛争解決の在り方を考え
るための視点を明らかにしている。
　参照にあたっては、本シリーズの巻・通し番号を略記する（たとえば Link Ⅰ- １

は第 １ 巻の Linkの １を表す）。
　なお、本シリーズでは参考文献の表記を最少限にとどめている（前掲と記載
されている場合には、各章の中に前掲の文献がどの文献を指しているか明記してあ

る）。

◆３　本書を含む本シリーズによる学習のしかた
　本書で学習する際には、第 １ 章と第 2 章をまず学習してほしい。第 １ 章と第
2 章が本シリーズ全体の導入部分となっているからである。これらの章での学
習を通じて、民法を活用して紛争を解決するために、どのような思考のプロセ
スを経るべきかが理解できるはずである。

1. 自習用に使用する場合

　まず、【例題】を読んでほしい。解説を読む前に、読者自身が、事案の整理
（時系列表）・利害関係図・親族関係図等の作成をすることをお勧めしたい。こ
れらの作成は、実務法曹が当たり前に行っていることであり、早い段階で身に
つけておくべきスキルである。読者にとっても、事案の解析作業が適切に行わ
れないと、どんな事件なのかを確認するために、何度も問題文を読み返すこと
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になる。読者への学習の助けになるように、事案の整理（時系列表）・利害関
係図の作成をどのようにするのかについて第 １ 章にモデルを示してある。これ
を参考に、自ら各問題についてチャレンジしてみてほしい。なお、かなり難易
度が高い問題については、利害関係図を示した。
　次に、「◆１ 　出題の趣旨」で、どのような法制度について議論をすることに
なるのかを確認し、基本的な制度趣旨などについて基本書の該当箇所を読んで
ほしい。その上で、自分で紛争解決の見通しについて考えてみてから、◆２以下
の解説を読み、自分の思考プロセスを点検してほしい。最後に、末尾の【演習
問題】について自分で解答を作成してみるとよい。

2. 授業で利用する場合（参考例）

　演習科目、双方型の授業科目で本書を含む本シリーズを利用して民法の応用
科目として授業を行う場合には、 1つの章で、最低 ２コマの時間をかけて検討
することを想定している。 1コマ目で、事案を整理し、当事者による議論の組
み立てを考えさせることになる。演習科目などで利用する場合は、履修グルー
プを原告側と被告側に分けて立論させると、より面白い授業が展開できる。 ２
コマ目で、争点を整理して、原告の請求の当否を検討することになる。
　履修者には、【例題】に設問を加えた問題文を提示し議論することになる。
参考となる設問を【演習問題】として用意したが、設問については学生の理解
度なども考慮して工夫していただくとよい。本書を含む本シリーズの各章の◆２

以下の解説については、事前には学生には与えず、 1コマ目の授業で、原告が
どのような請求をするのか、当事者間で請求をめぐってどのような攻防が繰り
広げられることになるかを議論した上で、学生の整理のために、各章の◆２以下
の解説を示し、 ２コマ目で議論の深化を図るとともに、請求の当否について検
討すると、より高度な授業の展開が可能となる。
　なお、要件事実の基礎を学んだ段階で、紛争類型別に理解度を進化させるた
めに、民事裁判実務に関する発展的科目で本書を含む本シリーズを利用するこ
とも可能である。
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◆１　出題の趣旨
　後述する【例題】では、一筆の土地をめぐって自分が所有者だと主張する ２
人の人物ＡとＣが登場する。いずれもＢから同じ土地を購入したと主張してい
る。物権法を学んだ者は、いわゆる二重譲渡のケースであり、177条に基づい
てどちらに所有権が帰属するのかを判断すればよいと考える事案である。
　民事訴訟を通じて紛争を解決しようとする場合には（☞序章【図表 １ 】）、例
えば、自分に所有権があるというように、自己の言い分を、私人間の生の生活
関係を一定の権利ないし法律関係がある（ない）という具体的な事実を法律に
適用して一定の結論を導くことができる形に切り出して整えることが必要であ
り、しかも、自ら原告として裁判所に判決を求めなければならない。被告が争
う限り、例えば、上記土地を前所有者から購入した事実とか、10年間ないし２0
年間上記土地を占有していたという事実のように、当事者は、自己の言い分を
理由づけるための主張を裁判所に提出しなければならない（☞◆２ 2. 3. 4. ）。し
かし、【例題】において、具体的に、Ａが、誰を被告として、どのような権利
ないし法律関係の存否を主張すればよいか、被告が争った場合に、どのような
事実等を提出しなければならないかと問われると、答えられない人は多い。
　そこで、本章では、本シリーズの導入として、まずは、後述する【例題】に
掲げられた「Ａの言い分」が形成されていくまでの過程をみていく。Ａから聴
き取った現実の生活事実にどのような過不足があるか、すでに学んだ民法の基
礎知識を前提として、いかなる事情をＡから更に聴き取っていく必要があるか
を考えてみることを通じて、序章で列挙されたもののうち、紛争となっている

所有権に基づく請求と
不動産物権変動［基礎編］

―不動産所有権確認および不動産明渡訴訟を通じて学ぶ
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現実の生活事実を解析するとはどういうことか、民法という紛争解決手段を利
用して議論を組み立てるとはどういうことかについて、著者らと、本書を読み
進めていこうとする読者との間に共通の了解を形成することが、本章の目的で
ある。
　この準備作業を前提に、本章では、さらに、【例題】において、Ａが誰を被
告としてどのように所有権に基づく請求をすることが考えられるのか、その請
求をめぐる攻防としてどのようなものが想定されるのか、裁判官は何をどのよ
うに判断するかについて考えてみることにしよう。
　このような段階的検討によって、176条・177条の制度趣旨および不動産登記
法を深く理解するとともに、民事訴訟手続に関する基礎的な知識が確認できる
はずである。また、本章の学習を通じて、序章で述べたケースメソッド方式を
採用した検討のプロセスを具体的に示すとともに、実体法と手続法を関連づけ
て理解するための第 1歩となることを期待したい。

◆２　原告からの請求①�
―不動産所有権の確認を求める訴訟

　以下の【例題】は、紛争の当事者となったAおよび Cからそれぞれ法律相
談をされた弁護士が聴取した内容を記述したものである。

【Ａの言い分①】
　私は、2020年 6 月 1 日に、故郷の長野市で、ゴルフ練習場の跡地である

甲土地をＢから代金1000万円で買い受け、売買契約書を取り交わした。

　2020年 7 月中旬に、帰省した折に甲土地に立ち寄ったところ、甲土地外

周のフェンスに「単身者向けワンルームマンション建築予定地　貸室を希

望の方はＣまでご連絡ください」との掲示がされていた。念のため、近く

の不動産屋で聞いたところ、確かに甲土地にはＣを施主とするワンルーム

マンションが建設される予定であり、近々基礎工事に着手するとのことで
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あった。

　驚いてＢに電話をしたが通じなかったので、Ｃ方を訪問して善処を求め

た。しかし、Ｃからは甲土地はＢから購入した自分の土地であると言われ、

取り合ってもらえなかった。甲土地は私の土地なので、なんとか取り戻し

たい。登記を閲覧して確認したところ、 7 月20日の時点では、甲土地の所

有者名義はＢになっていた。

【Ｃの言い分①】
　私は、2020年 7 月 1 日に、甲土地をＢから代金1200万円で購入する契約

をした。同日、代金1000万円の支払いと引換えに甲土地の引渡しを受けた。

　私とＢとの間で取り交わした売買契約書では、代金1000万円の支払いに

よって所有権はＢから私に移転すること、10月15日に残金200万円を支払

うのと引換えに登記を移転することが約定されている。しかし、単身者向

けのワンルームマンションを建設後、家賃収入をできるだけ早く確保した

いと考え、まだ建物の建設前であったが、Ｂとの契約後、早速、甲土地の

フェンスに単身者向け賃貸マンションの建設予定である旨の広告を掲示し

た。

　ところが、2020年 7 月中旬に、Ａが自宅に訪ねてきて、甲土地のことを

聞かれ、「自分が先にＢから甲土地を買った。自分が甲土地の所有者だ。

勝手にワンルームマンションなど建てられない」と言って文句をいってき

た。念のため、その日のうちに登記所に出向き、登記記録を閲覧して確認

したところ、甲土地の所有者名義はＢのままであった。

　私は、すでに売買代金のほとんどをＢに支払い、ワンルームマンション

の設計図がほぼ出来上がってきたところである。Ａとの間でトラブルが起

こるかもしれないと思うと、どうしたらよいのか途方に暮れている。

1. 【Ａの言い分①】Ａの主張が整理されるまでの道筋

　Ａとすれば、「甲土地の所有権者であったＢとの間で、Ｃよりも先に、２0２0
年 6 月 1 日、甲土地を代金1000万円で買う旨の売買契約を締結したのであるか
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ら、Ｃが購入した２0２0年 7 月 1 日時点では、甲土地の所有権は自分にあった。
Ｂに所有権はなかったのだから、ＣがＢと甲土地の売買契約をしても、甲土地
の所有権はＣに移転することはない。したがって、甲土地の所有権は、先にＢ
から甲土地を購入したＡに帰属している」といいたいところである。
　もっとも、売買契約書が２0２0年 6 月 1 日付けで、売主はＢ、買主は相談者Ａ
であると書いてあること、目的物は甲土地、代金は1000万円で、代金と引換え
に所有権移転登記に必要な一式書類を引き渡すと書いてあることを確認できた
としても、Ａが紛争解決に必要な事情を全て話しているものと考える法律家は、
まずいないと考えてよい。
　弁護士であれば、まずは1000万円がＡからＢに支払われたことの裏付けを取
るだろう。売買契約が成立し、代金全額を支払ったことが確実であれば、不動
産物権変動について意思主義によることを定める176条により、ＢからＡに甲
土地の所有権が移転するという効果が発生したと考えるだろう（Ｂが甲土地の
所有権者であったかも問題となるが、その点は後述）。しかし、177条は、不動産
に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律に定
めるところに従いその登記をしなければ「第三者」に対抗することができない
として、対抗要件主義を規定している。仮に、ＡがＣに対して甲土地の所有権
を主張しようとしても、甲土地についてＡが登記を具備していなければ、Ｃが
177条にいう「第三者」に該当する限り、当該所有権を主張できず、当該所有
権を前提として甲土地の明渡しを求めることはできないという法律効果が生じ
ることになる。この効果によって、ＡのＣに対する主張は認められないことと
なる。
　そこで、弁護士は、Ａに対し、甲土地につき、Ａを所有名義人とし、２0２0年
6 月 1 日付けの売買を登記原因として所有権移転登記をしたかどうかをＡに尋
ね、甲土地の登記事項証明書の内容を確認するだろう。もっとも、所有権が移
転していたとしても、様々な事情で所有権移転登記手続を留保することは、実
社会ではままあり得ることから、所有権移転登記がされていないとすると、そ
の理由をＡに尋ねるだろう。あるいは、Ｂと共同して自己への所有権移転登記
手続をすることの可否を尋ねることが考えられる。
　他方で、Ｃとすれば、「Ｂが２0２0年 6 月 1 日にＡに甲土地を売ったことは知
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らなかった。Ｃは、２0２0年 7 月 1 日に、Ｂから甲土地を購入しており、代金
1２00万円のうちその大半にあたる1000万円を支払っている。そして、Ｃは、甲
土地について、既にワンルームマンションの建設計画を進めており、それが誰
もが分かるように甲土地に掲示している。Ａは、Ａが甲土地を購入した後、 1
か月の間、何もしておらず放置していた。Ｂが、ＡとＣの両方に黙って、両方
に甲土地を売っていたということになるが、甲土地の所有を明示し、勤勉に利
用に努めていたＣが保護されるべきである」といいたいところであろう。しか
し、Ｃについても、紛争解決に必要な事情を全て話していると考える法律家は、
まずいないと考えてよい。
　Ｃが他人名義の甲土地上に無断で建物を建築するという推測自体、一般論と
してはかなり無理がある。借地の上に建物を建設する場合にも、地主の承諾を
確認せずに、Ｃの求めに応じて甲土地上へのワンルームマンション新築を請け
負うような建築業者等はいないであろう。このような想像力を働かせる必要が
ある。
　甲土地の所有名義人はＢのままであるか、何らかの事情でＣが所有名義人に
なっている可能性を念頭に考える必要がある。このような検討を経て事案を解
析すると次のように考えることになる。

２0２0年 6 月 1 日　Ｂ→Ａ　甲土地売買（契約書あり）　代金1000万円
　　　　　　　（同日　Ａ→Ｂ　代金1000万円支払？）
　　　　　　　甲土地の所有名義人は、Ｂのまま？　Ｃ？

2. Ａは誰に対してどのような権利があると主張して	
訴えを提起するか

　1.で検討した事案の解析に基づいて訴訟をしようとする場合に、Ａは誰を
被告として、どのような権利があると主張して訴えを提起したらよいのだろう
か。
　「訴訟」とは、国家機関、特に裁判所が、紛争や利害の衝突を公権的に解決
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調整するために、対立する利害関係人を当事者として関与させて、法に基づい
て審理・裁判を行うための手続である。「民事訴訟」は、文字通り民事に関す
る訴訟で、民法等の私法により紛争解決基準が規律される、対等な私人間の身
分上又は財産上の生活関係に関する事件を対象としている。
　近代国家では、通常、いわゆる自力救済を禁止しつつ、国家において、上記
の紛争解決基準を適用して当事者間の権利や法律関係の存否を観念的に確定す
る手続（判決手続）と、その権利等を強制的に実現する手続（強制執行手続）と
を用意している。このうち判決手続をみると、裁判官は、審理の中で事実関係
を当事者の主張や証拠から具体的に確定し、民法の規定などの法規範を事実関
係にあてはめて結論を導き、当事者双方に判決を言い渡すことになる。民法な
どの私法上の法規範は、私人にとって行為規範としての側面を有するだけでな
く、訴訟手続（判決手続）において裁判官に紛争解決の基準を提供していると
いう意味で、国家（裁判機関）に向けられた規範でもあることになる。
　ところで、民事訴訟においては「訴えなければ裁判なし」の原則が妥当する。
甲土地を取り戻したいというＡの目的を達成するためには、Aが訴えを提起
して訴訟手続を開始させることになる。訴えには、求める判決の内容により、
給付の訴え、確認の訴え及び形成の訴えの三類型があり、特定の相手方（被
告）のほか、判断対象となる権利や法律関係を明示しなければならない。
　訴えは、原告が、被告に対して、特定の権利や義務の存否等についての自分
の主張が正当なものであるか否かについて、裁判所に対して審理・判決を求め
るものである。民事裁判では、訴えを提起するかどうか、どのような訴訟を提
起するかは、当事者に任されている（このような考え方を「処分権主義」という）。
民事の事件は、私人の権利・法律関係の存否に関するものであり、民事の訴訟
は、このような私人の権利・利益の確定や実現を図ることを主要な役割として
いるから、訴訟についても、原則として、私的自治の原則に基づいて処理する
ことが要請される。
　したがって、訴えを提起する原告が、裁判所に対して、訴訟の当事者と、審
判の対象である法的主張、すなわち特定の権利または法律関係の存否・内容に
関する主張を明示しなければならない（このような審判の対象となる原告の法的
主張を、民事訴訟法では「訴訟上の請求」という）。また、どのような判決を求め
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るかも、原告が明らかにして訴えなければならない。実体法上、「請求」とい
う言葉は、私人である義務者に対して何らかの給付、つまり一定の行為を要求
するときに使われる。これに対して、訴えは、国家（裁判所）に向けられたも
のであり、実体法の請求と区別するために、訴訟上の請求と表現している（☞
序章【図表 １ 】）。
　【Ａの言い分①】【Ｃの言い分①】からは、ＡとＣとの間で甲土地の所有権が
どちらに帰属するかを巡って争いがあるが、この争いの発端には、Ｂが深く関
与していることが分かる。
　【例題】について考えてみると、たとえば、Ｃが地元の有力企業で、裁判所
の最終的判断には従うという意向を示しているときには、甲土地の所有権がＡ
にあることの確認を求める訴えをＣに対して提起し、裁判所に、甲土地の所有
権の帰属を終局的かつ拘束的に確定すれば足りることもあるであろう。もっと
も、後述するように、Ｃの反論の当否いかんによってはＡの主張には理由がな
いとして、甲土地の所有権がＡに帰属していることの確認を求める訴えを提起
しても目的を達成できないこともありうる。
　Ａを所有権者とする所有権移転登記手続が未了であることに問題があるとす
れば、Ａは、売主Ｂを被告として、甲土地の２0２0（令和 ２）年 6月 1日売買を
原因とする所有権移転登記手続をすることを求める給付の訴えを提起すること
が考えられる（この勝訴判決に基づいてＡが所有権移転登記を経れば、Ｃ以外の自
称所有者の出現を防ぐことができる）。もっとも、上記所有権移転登記請求訴訟
の当事者となっていないＣには、上記の判決の効力が及ばない（民訴115条 1 項
1 号参照）。したがって、ＡがＢを被告とする上記登記訴訟で勝訴しても、Ｃが、
Ａの所有権移転登記はＡが所有権者であるという実体法上の権利関係に裏打ち
されない無効な登記であるとして争うことはでき、Ａ・Ｃ間の所有権帰属をめ
ぐる紛争は解決しない可能性はある。
　民事訴訟法では、訴訟上の請求の単位をどのように考えるかについて旧訴訟
物理論と新訴訟物理論の対立があるが、本書では、裁判所が採用している旧訴
訟物理論を前提に議論を進める。このような考え方に立つと、訴訟法上の請求
は、実体法上の権利ないし法律関係（訴訟物）を基準に識別されることになり、
民事裁判は、訴訟物である実体法上の権利又は法律関係の有無をめぐる攻防と
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いうことになる。
　【例題】では、Ａが、原告として、Ｃを被告として甲土地がＡの所有である
ことの確認を求める訴えを裁判所に提起し、その旨の勝訴判決を得て確定すれ
ば、訴訟当事者であるＡとＣは、一定の基準時において甲土地の所有権はＡに
帰属していた旨の裁判所の判断内容に拘束されることとなり、ＡとＣとの甲土
地の帰属（法律関係）をめぐる法的紛争は終局的かつ拘束的（Final�and�
Binding）に解決される可能性があり、甲土地を取り戻したいというＡの目的
は一応達成することとなる。
　Ｃとの間でＡが甲土地の所有権者であることを確定するためには、Ａは、裁
判所に対し、Ｃを被告として「ＡとＣとの間において、甲土地の所有者はＡで
あることを確認する」との判決を求める旨（民訴134条 ２ 項 ２ 号）を記載した訴
状を裁判所に提出し、訴えを提起すればよいことになる（同条 1項）。
　【Ａの言い分①】【Ｃの言い分①】に基づいて、本件紛争の時系列を整理し、
関係図を作成すると以下のようになる。

【図表 １ 】本件紛争の時系列

2020年6月１日　 B・A間売買（甲土地・代金1000万円）…売買契約書　
                              弁済期・代金の支払いの有無について不明
2020年７月１日　 B・A間売買（甲土地・代金1200万円）…売買契約書
　　　　　　　　　　代金弁済期　同日1000万円（引換えに所有権移転）
　　　　　　　　　　同年１０月１５日200万円（引換えに所有権移転登記）
2020年７月中旬　・ Aは甲土地にCが「単身者向けワンルームマンション建築予定地」と掲示していることを認識
　                     ・ 不動産屋で、ワンルームマンション建築予定、近々基礎工事着手との聴取り
　                     ・ AがBに連絡するも通じず
　                     ・ AがC宅訪問
　                     　　Aは、CがBから土地を購入したことを認識　Aは先に購入したと主張　
　                     　　Cは、AがBから土地を購入したことを認識
　                     ・ Cは甲土地の所有名義がBのままであることを認識
2020年７月？　　 Cはワンルームマンション設計図の作成を概ね完了　　
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【図表 2 】利害関係図

代金1000万円
（弁済期：弁済の有無不明）

① 2020年6月１日付
売買契約

（甲土地・代金1000万円）

代金1200万円
（弁済期：売買同日1000万円、2020年１０月１５日時200万円）

1000万円受領・引換えに所有権移転）

② 2020年7月１日付
売買契約

（甲土地・代金1200万円）

甲土地
所有権登記

所有権移転請求権（移転済）

引渡請求権（引渡し済）

所有権移転登記手続請求権（残代金200万円と引換え）

所有権移転請求権（移転時期の合意不明）

引渡請求権
所有権移転登記手続請求権

CA

B

3. Ａはどのような事実を主張したらよいか

⒜　弁論主義と主張・立証責任

　Ａの甲土地所有権確認を求める訴えにつき、ＣがＡの請求を理由あるものと
認めて認諾（民訴２66条、２67条）しない限り、Aは、自己が甲土地を現在所有
していることの根拠となる事実（民訴規則53条では「請求を理由づける事実」と
いう用語が用いられている）を積極的に主張しなければならない立場に置かれる。
　民事訴訟の対象たる権利関係は、当事者に処分が認められているものである
から、訴えの提起の段階だけでなく、判決の基礎となる審理においても、「事
実」および「証拠」の提出等を通じて当事者が自らの意思で裁判内容をコント
ロールすることを認めている。そうでなければ、私的自治の原則を基本原理と
する実体法上の権利や法律関係の有無に関する判断を手続法が歪めてしまうか
らである。したがって、原則として、事実や証拠を収集・提出する責任は当事
者にあり、その範囲も当事者の判断に委ねられている。このような考え方を
「弁論主義」という。
　弁論主義は、以下の 3つのルールから構成されている。第 1に、法律効果が
あるという判断に直接必要な事実（主要事実）を口頭弁論で主張しなければ、
裁判所はこれを判決の基礎とすることができないというルール（第 1テーゼ）、
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第 ２に、主要事実であって、当事者間で争いのないもの（自白された事実。実
務はその対象を主要事実に限定しているといわれているが、学説上は重要な間接事

実も対象に含める見解が有力である）については、裁判所は当然に判決の基礎と
しなければならないというルール（第 ２テーゼ）、第 3に、裁判所が調べること
ができる証拠は、原則として、当事者が申し出たものに限定されるとするルー
ル（第 3テーゼ）である。
　第 1テーゼに基づくと、当事者が要件に該当する事実があると主張しなけれ
ば、その事実は判決の基礎として取り上げられない結果、その要件から生じる
効果の発生は認められないという不利益が生じる（このような不利益を「主張責
任」という）。
　主張責任の配分の基準については、まずは、①どのような法律効果（権利の
発生・権利の発生の障害・権利の消滅・権利の行使の阻止）が問題となっているの
かという観点から、条文を根拠に、法律要件を構成する類型的事実（構成要件
要素）を分類し、さらに、②制度趣旨、③立証の難度、当事者間の公平等を考
慮して、法律効果の発生根拠となるミニマムな要件部分が何かを最終的に決定
している（これを「修正された法律要件分類説」という）。
　民法典は、権利義務に関する要件・効果のカタログであり、法律効果に着目
して民法の規定を分類すれば、実体法の権利ないし法律関係の発生要件を定め
た規定（権利根拠規定）のほかに、一旦発生した実体法の権利ないし法律関係
の消滅の要件を定めた規定（権利消滅規定）、権利根拠規定や権利消滅規定に基
づく法律効果の発生を抑止・障害する法律効果について、その発生要件を定め
た規定（権利障害規定）、発生した実体法の権利ないしは法律関係の行使を一時
的に阻止する要件を定めた規定（権利阻止規定）に分けることができる。
　実体法上の権利・法律関係があるといえるためには、その効果を発生させる
法律要件に包摂される具体的事実がすべてあるとされることが必要である。当
事者間で争いのない事実（自白された事実）については、裁判所は当然に判決
の基礎としなければならないが（第 ２テーゼ）、争いのある事実については、証
明されなければ、当該事実があるとはいえないことになる。現実には、証明を
つくしても、具体的な事実があるか否かが不明の場合がある。そこで、ある事
実の存否が真偽不明に終わった場合に、当該法律効果の発生を肯定されないと
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いう不利益を当事者のいずれに負担させるかを予め決定しておいて、裁判所が
判決できるようにしている（このような考え方を「立証責任」ないし「証明責任」
という）。
　立証責任の配分の基準については、原則として、自己にとって有利な法律効
果を定めている法規範に基づいて、その要件を構成する類型的事実（構成要件
要素）について、当該法律効果の発生によって利益を受ける側の当事者が負担
するものと解されている。主張責任は、ある事実の主張が口頭弁論に顕れてい
ない場合の不利益を問題としているのに対して、立証責任は、立証活動によっ
て主張された事実があるかどうか不明の場合に法律効果の発生を認めないとい
う不利益を問題としており、その点では違いがある。しかし、主張責任も立証
責任も、その責任が問題となる場合には―事実の主張がないからなのか、事
実があると立証できないからなのかについては違いがあるが―要件に該当す
る事実があるとはいえないことになり、法規が適用できないと考えられること
が多い。この結果、法律効果の発生は認められないことになるから、主張責任
と立証責任の分配の基準は、原則として一致するものと解されている。

	 Ⅰ- 1
「要件事実」という用語の取扱い（千葉）

　いわゆる要件事実論は、実体法の解釈論を手掛かりに、民事裁判における主張・
立証責任の分配の基準を明らかにする考え方である（山野目章夫編『新注釈民法

（ 1 ）総則（ 1 ）』〔有斐閣、2018年〕48頁［村田渉］）。民事訴訟法学説では、規範の
要件を構成する要素となる類型的事実のうち、当事者に主張・立証責任があると解
される構成要件要素部分が要件事実であると解する見解が通説である（高橋宏志『重
点講義民事訴訟法上〔第 2 版補訂版〕』〔有斐閣、2013年〕425頁など）。したがって、
要件事実を規範レベルで考えていることになる。これに対して、司法研修所編『改
訂新問題研究 要件事実』（法曹会、2023年） 5 頁では、法律要件に該当する具体的事
実であると定義し、主要事実と同義と理解しており、見解が対立している。
　また、要件事実の意義につき民事訴訟法学に従って理解するとしても、民法典は、
ある法律効果の発生に必要な要件は何かという観点から記述されており、必ずしも
裁判を前提にしているわけではないから、民法の教科書で、講学上、「要件」と記述
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されているものには、主張・立証責任が問題とならないものもあり、その意味では、
実体法上の要件には、要件事実ではないものが含まれていることになる（たとえば、
177条の第三者は有権利者であること、192条の前主が無権利者であることが実体法
上は前提となっているが、これらの点は要件事実ではない。☞第 2 章◆3 1.、第 6 章◆３

2.）。
　そこで、本書では、定義が分かれている要件事実という用語を使用せずに、実体
法の要件を明らかにした上で、修正された法律要件分類説を参考に構成要件要素に
分解し、裁判手続を考えた場合に主張・立証責任が問題となる構成要件要素が何か
を明らかにし、その配分の基準をどのように考えるべきかを端的に論じ、構成要件
要素に該当する具体的な事実がある場合に、どのような効果が生じるかを記述する
ものとする。 ●

Ⅰ- 1　	実体法上の要件・効果と訴訟における請求原因・
請求原因事実、抗弁・抗弁事実の関係（千葉）

　以下では、所有権に基づいて物の返還請求をする場合を例に記述する。
　ア）実体法上の要件・効果（通常は条文）の分析（実体法上、どのような要件を
充足すると効果が発生するかを考える）

上記 A ＋ B ＋ C の要件を充足すると、所有権に基づく返還請求権という効果が認め
られる。
　イ）構成要件要素（条文の類型的事実）に分解し主張・立証責任の分配（実体法
上の権利があることを訴訟で争う場合に、条文の構造や制度趣旨を参考に、修正さ
れた法律要件分類説に基づいて上記 A・B・C の各要件について主張・立証責任をど
のように分配するかを考える）
　A と B の要件は、所有権に基づく返還請求権（以下、αという）の発生を基礎づ
ける要件であり、αという権利の発生を主張する側に主張・立証責任がある。
　一方、所有者との間で占有者に占有権原がある場合には、αの発生は認められな
いから、C の要件は、所有権に基づく返還請求権という効果の発生について消極的要

所有者が他人によって所有物を占有されている場合において、他人に占有権原がないときは、その
他人に対し、所有権に基づいてその物の返還を請求できる。

A：現在、その物の所有者
であること

B：他人がその物を占有し
ていること

C：占有者に所有者に対する
関係で占有権原がないこと
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件を定めており、法律要件分類説によれば権利発生を障害する要件である。また、
所有者であることを主張する者が「占有者に占有権原がないこと」が立証できない
限り、αという権利があるといえないとすると、所有権を侵害された者が権利行使
をすることが難しくなる。そこで、占有者の側に、占有権原があること（C という要
件に該当しないということ＝ C

─

）について主張・立証責任を負担させるべきものと解
される。
　ウ）所有権に基づく返還請求訴訟における攻撃・防御の関係
　上記ア）イ）の整理を前提に、初めて所有権に基づいて物の返還を求めて訴訟を
提起することができる。原告（X）がどのような要件を充足する事実を主張したら所
有権に基づく返還請求権があるとして物（甲土地）の明渡しを求めることができる
のか、また、被告（Y）がどのような要件に基づいてこれを充足する事実を主張すれ
ば X の請求を退けることができるかを整理することができる。下記に X からの請求
に対して、被告が原告から甲土地を借りていたとして争った場合を例に、原告と被
告との間での攻撃防御の関係（ブロック・ダイヤグラム）を示す。

⒝　所有者であるというためには

　以上の理解をもとに、【例題】の場合に、Ａはどのような具体的事実を主張
したらよいのかを考えてみよう。
　Ａは、甲土地の所有者であるというために、２0２0年 6 月 1 日にＢから甲土地
を1000万円で購入したことを主張すればよく、Ａ・Ｂ間では売買契約書が作成
されているので、これを証拠として提出すればよいと考えている人がいるかも
しれない。

C（所有者に対
する関係で占有
権原があること）

◆
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　しかし、売主Ｂが甲土地の所有者でなければ、ＡはＢとの間で売買契約を締
結したと主張しても、Ａは自分が所有権者であるとはいえない。売主が売買の
目的物の所有権を有していない場合も売買契約を締結することは可能であり
（このような売買を他人物売買という。561条）、Ｂは真の所有権者から所有権を取
得してＡに所有権を移転する債務を負うにすぎない。Ｂが所有権移転義務を履
行するまでは、Ａが甲土地の所有権を取得することはない。Ａが甲土地を承継
取得したと主張する限り、厳密にいえば、所有権が原始取得された時点から無
権利者が 1人も介在せず、承継取得原因がすべて有効であることを主張しなけ
れば、現在、Ａが甲土地の所有権者であるとはいえないことになる。しかし、
これでは、所有権者であることを根拠に、所有権に基づく請求権があると主張
することは、極めて難しくなる。
　前述したように、弁論主義の考え方には、主要事実ないし重要な間接事実で
あって、当事者間で争いのないもの（自白された事実）については、裁判所は
当然に判決の基礎としなければならないというルール（第 ２テーゼ）がある。
所有権は権利であって事実ではないが、所有概念は日常生活に溶け込んでおり、
専門家でなくても所有権はわかりやすい権利であることから、所有権について
は権利自白を認めても不当な結果は生じないと考えられる。
　そこで、現在若しくは過去の一定時点における所有権を主張する者自身の所
有について争いがなく、または、過去の一定時点における同人の前所有者等の
所有について争いがない場合には、所有権については権利自白を認め、所有権
を主張しようとする者は、当該時点以前の所有権取得原因となる具体的事実に
ついて主張・立証を免れると解されている（以上につき、司法研修所編・前掲書
59頁以下）。
　【例題】では、Ｃも、甲土地をＢから買い受けたと主張し、自己が甲土地の
所有者であるとしてＡの所有を否定している（このことは、訴訟要件の 1つであ
る確認の利益を基礎付ける事実でもある。詳細は民事訴訟法の講義に譲る）。そうす
ると、ＡとＢとの間で売買契約が締結された時点においてＢが甲土地を所有し
ていたという限りでは、甲土地の所有者がＢであった点についてＡとＣの認識
は一致することになる。したがって、Ａ・Ｂ間で売買契約が締結された時点に
おいてＢが甲土地を所有していたこと、そのＢからＡが甲土地の所有権の移転
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を受けたといえば、ＢからＡに所有権の移転があった時点でＡに甲土地の所有
権が帰属していることを主張できることになる。
　過去の一時点においてある権利が発生したとされれば、その発生した権利は
消滅要件又は行使阻止要件のいずれかに該当する具体的事実が認められない限
り、現在も存在すると扱われることになるから、Ａが甲土地を現在所有してい
ることを理由づけると考えていることになる（なお、このような考え方を「権利
関係不変の公理」などと呼ぶことがある。司法研修所編・前掲書 6頁の図参照）。
　ところで、176条によれば、所有権の移転は、当事者の意思表示のみによっ
てその効力が生じ、判例・通説は、この意思表示は債権的意思表示で足りると
解している（最判昭和33・ 6 ・２0民集1２巻10号1585頁。このような考え方を物権行
為独自性否定説という）。
　【例題】に即して説明をすれば、ＡとＢとの間で売買契約が成立したという
ほかに、甲土地の所有権を移転するという別個の合意を要しない。売買契約が
成立すれば、売主は買主に対して売買の目的物につき所有権移転義務を負うが
（555条）、Ｂが甲土地の所有者である限り、176条の規定に基づいて、売買契約
の成立時に、甲土地の所有権についてもＢからＡへと移転したものと扱われる
ことになる（契約時説）。
　したがって、【例題】では、Ａが現在甲土地の所有者であるというためには、
「①Ｂは、２0２0年 6 月10日当時、甲土地を所有していた。②、Ｂは、Ａに対し、
２0２0年 6 月10日に甲土地を代金1000万円で売った」と主張すればよいことにな
る。
　上記のように解すると、上記①を前提とした②の主張があれば、Ａは２0２0年
6 月10日に甲土地の所有権をＣから承継取得したという実体法上の効果発生を
肯定できるものとして、後述のようにＣがＡの未登記を主張しない限り、現在
もAが甲土地の所有者であるとされ、Ａが勝訴することになる。
　このように、実体上、物権変動が生じたことを主張しようとする者は、原則
として物権変動があったことを主張するだけで足り、その旨の登記を完了した
ことを加えて主張する必要がないことになる。このような考え方が採られてい
るのは、登記を備えたといえない限り所有権が移転したといえないと解するこ
とは、物権変動における「意思主義」の原則（176条）に反することになるか
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らである。登記をしなければ、有効に成立した物権変動を第三者に対抗できな
いとする「対抗要件主義」を採用しているのは、物権変動の公示を促進するた
めであって、物権変動を生じさせるための要件ではないからである。

	 Ⅰ- 2
不動産売買のプロセスと所有権の移転時期（千葉）

　わが国における不動産取引実務においては、売買契約が成立すれば直ちに目的不
動産の所有権が移転する176条のデフォルト・ルールに基づくような取引は稀である。
売買契約は諾成契約であり、売主と買主の合意のみで成立するが、不動産売買では、
代金全額の支払と、所有権の移転及びその登記申請（ないしは登記申請に必要な書
類の授受）とが同時履行と定められることが多く、一般に入手可能な売買契約書の
ひな型や不動産仲介業者が用意する書式も、売買契約において所有権の移転時期に
ついて特約がなされている。このような特約は有効であり、特約によって定められ
た時点で所有権は移転するものと解されている（最判昭和35・ 3 ・22民集14巻 4 号
501頁、最判昭和38・ 5 ・31民集17巻 4 号588頁など）。
　そこで、学説も、物権行為独自性否定説を前提にするとしても、代金支払と所有
権移転の間の同時履行関係を重視して、代金支払時に所有権が移転するものとする
考え方（有償性説）が主張されるようになった（川島武宜『所有権法の理論』〔岩波
書店、1949年〕248頁）。代金支払いをしないまま登記の移転や目的物の引渡しが行
われた場合にも、売主が買主に信用を供与したといえる場合には、所有権が移転す
ると解している。
　一方で、所有権は、物の利用権や処分権、滅失の際のリスク負担など、有体物に
関する権利・義務の総称にすぎず、問題ごとに所有権の移転時期を考えるべきであ
って、所有権の移転時期を特定の時点として定めることは不可能であり不必要であ
るとの見解（確定不要説）が有力に主張された（鈴木禄弥「特定物売買における所
有権移転時期」契約法大系刊行委員会『契約法大系Ⅱ』〔有斐閣、1962年〕98頁）。
この見解によれば、【例題】の場合、176条に基づきＡ・Ｂの所有権移転時期は売買
契約成立時と解されるが、Ａ・Ｃ間では、Ａ・Ｂ間の合意では問題が解決せず、177
条に基づいて先に移転登記を完了した者が登記原因となった行為を行った時点で所
有権は移転したと解することになる。
　もっとも、契約の成立の時点を慎重に判断するとともに、所有権移転時期に関す
る特約の解釈を通じて、不動産取引の当事者の意思に反して早い時期に所有権が移
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転することは防止できるから、本文で述べた契約時説に立ったとしても、有償性説
と結論の点では違いはないものと解される。これに対して、確定不要説が提起した

「包括的な所有権という概念は不要であって、所有権概念は機能的に分解しうる」と
いう問題提起については今後も議論が継続することになる。
　なお、判例は、種類物売買の場合には目的物が特定した時点（最判昭和35・ 6 ・
24民集14巻 8 号1528頁）、特定物の他人物売買の場合には、売主が所有権を取得した
時点で買主は所有権を取得する（最判昭和40・11・19民集19巻 8 号2003頁）と解し
ており、契約時に所有権が移転するために障害がある場合には、その障害がなくな
った時点で所有権が自動的に移転するものと解している。 ●

4. 所有権確認請求を巡る攻防

⒜　反論の意味

　前述したように、民事の訴訟では、ある権利について、一旦、その権利の発
生要件を構成する要素に該当する具体的事実があるとされると、権利発生の障
害となる要件ないし権利を消滅させる要件に該当する具体的な事実が主張され、
当該事実があると認定されてその権利が否定されない限り、その権利は存続し
ているものとして取り扱われることになる。このように、民事の裁判は、原告
による権利主張と、その正当性をめぐる当事者の主張・反論という攻撃防御の
中で、審判の対象となる権利や法律関係の有無が動態的に変化していくことに
なる。
　権利の発生要件（①）を構成する事実の存在が主張されている場合であって
も（立証までされなくとも）、権利を消滅させる要件（②）または、権利発生の
障害となる要件（③）に該当する具体的事実が主張され、当該事実があると認
定された場合には、その権利は存在しないことになる。②の場合には、一旦発
生した権利が後に消滅するのに対して、③の場合には、そもそも権利が発生し
ない点で違いがあるが、実体法上の権利の存在が否定される点では同じ効果を
もたらすことになる（②の例としては弁済〔473条〕、③の例としては錯誤取消し
〔95条〕など）。
　また、権利の行使を阻止する要件（④）に該当する具体的事実が主張され当
該事実があると認められて、権利の全部または一部の行使が否定される場合
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（同時履行の抗弁権〔533条〕など）もある。
　【例題】Ａからの請求①（不動産所有権の確認請求）の場合、ＣはＡが甲土地
の所有者ではないことを主張するために、Ｃからどのような反論ができるだろ
うか。

⒝　Ｃからの反論―対抗要件の抗弁（177条）

　【例題】のような場合、民事の訴訟では、口頭弁論終結時点で、「Ｃが所有者
である」ということを主張・立証できなくとも、「Ａが現在甲土地の所有者で
ある」ことを否定できれば、Ａの所有権確認請求は棄却されることになる。
　【Ｃの言い分①】によれば、まず、２0２0年 7 月に、ＣはＢから甲土地を1２00
万円で購入する契約を締結し、代金1000万円を支払ったこと、また、Ｂ・Ｃ間
では、代金1000万円の支払いによって、所有権はＢからＣに移転する旨の約定
があることが主張されている。
　上記の主張は、176条に基づいて、代金1000万円を支払った２0２0年 7 月 1 日
の時点で、所有権はＢからＣに移転したということを意味する。しかし、この
ような立論によって、ＣはＢに対して甲土地の所有者であることを主張できる
としても、Ａが現在甲土地の所有者であることを否定することまではできない。
Ａが所有権でないと主張するためには、Ｃが、Ｂから２0２0年 7 月 1 日に甲土地
を1２00万円で購入した事実は、Ａ・Ｂ間の物権変動との関係では、Ｃは177条
にいう「第三者」に該当することを意味しており、登記欠缺を主張するか否か
は第三者の意思に委ねられていることから、Ｃとしては、上記事実に加えて、
Ａが甲土地の取得につき登記を得るまではＡの甲土地所有を認めない旨を主張
すべきこととなる（訴訟における攻撃防御という観点からみた場合に、このような
反論を「対抗要件の抗弁」という）。

	 Ⅰ- 3
177条の「第三者」と主要事実（髙原）

　Ｃが177条の第三者であると主張するために、抗弁事実として、いかなる主要事実
を主張すべきかについては、第三者抗弁説（177条の第三者に該当するという事実の
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みを主張・立証すれば足りるとする見解）・事実抗弁説（177条の第三者に該当する
という事実に加えて相手方が対抗要件を具備していないことまで主張・立証しなけ
ればならないとする見解）・権利抗弁説が対立している。本書は、以下の理由から権
利抗弁説の結論を支持し、これに基づいて本文を記述した。
　権利抗弁説は、相手方が対抗要件の欠缺を主張し得る正当な利益を有する第三者
であることを基礎づける事実のみならず、対抗要件の有無を問題として争うとの権
利主張をすることが必要であるという考え方である。第 1 に、176条に基づいて物権
変動があったことを主張できる場合であっても、対抗要件の欠缺を主張し得る正当
な利益を有する第三者との関係では、登記を備えた者が優先的に物権を取得したと
主張できることになるから、177条の第三者であるという点についての主張・立証責
任は上記の効果を主張する者に負わせるべきこと（☞第 2 章◆３ 1. ⒝）、第 2 に、実体
法上、対抗要件を問題とするか否かは相手方側の意思に委ねられていることを理由
とする。
　これに対して、第三者抗弁説では、相手方が対抗要件を主張する意思がない場合
でも対抗要件を主張したことになるという指摘があり、事実抗弁説では、相手方が
対抗要件を具備していないことまで主張・立証しないと対抗できないことになり、
登記をしなければ対抗できないとする177条の趣旨と矛盾するという指摘がある。
　したがって、権利抗弁説が適切であり、議論の対象を訴訟物である所有権の存否

（訴訟の本案）に絞って考えれば、その限りにおいて、本文で述べたように、【例題】
の場合には、ＣがＢから甲土地を購入した所有者であると主張し、Ａの所有権帰属
を争う旨を主張・立証すべきものと整理されることになる。 ●

5. 裁判官は何をどのように判断するか

⒜　裁判官の役割

　裁判官は、原告が主張する「訴訟上の請求」の当否、つまり、実体法上の権
利・法律関係（＝訴訟物）の存否について本案判決をするために、判断の対象
となる訴訟物が特定されているかどうかを確認した上で、①訴訟物の存否を判
断するのに必要な法律（法規）の存否・内容、②適用すべき法律の要件に該当
する事実があるかどうかについて判断しなければならない。
　裁判官は法律の専門家であるから、当該事件において適用すべき法規の存否
や法規の内容についてはすでに知っていることとされ（「裁判官は法を知る」の
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法諺）、必要であれば自ら調査することもできる。解釈が分かれていて、いか
なる解釈に従うべきかが問題となる場合に、当事者の側から法律上の陳述もで
きるが、裁判官は「法の番人」であり、法に関する当事者の主張に拘束される
わけではない。
　法規範の解釈について対立があるときに、裁判官は、その部分について規範
の意味について解釈論を示し、これに基づいて事実を評価し、事案を解決する
過程を示すことが求められることがある。法規範の解釈に際して見解の対立が
ある場合に、すべての説を記述する必要はない。 1つを選択し、自分が採らな
い説からの批判にどのように答えるのか自分が採る説からの反論を展開すれば
十分である。
　他方、法規範を適用する事実についても、判決の基礎としてよい事実が当事
者から主張されてはいるが、当該事実があるか否かについて、当事者間で意見
の対立がある場合がある。弁論主義との関係で、裁判官は、当事者の主張を攻
撃防御の観点から的確に分析するとともに、当事者の間で争いのある事実と争
いのない事実を明らかにしなければならない。また、必要に応じて、当事者に
対し、主張に不十分な点があればこれを補充させ、争いのある事実については
その立証を促す必要がある。裁判官は、法の解釈のほかに、法の適用の前提作
業として、争いのある事実につき、証拠によって具体的事実の存在を認定する
ことができるかどうかを判断しなければならない（このような作業を「事実認
定」という）。
　争いがある事実については、口頭弁論終結時点までに事実が認定されなけれ
ば、当該事実を判決の基礎とすることはできない。また、三審制が採用されて
おり控訴審までは事実審であることから、上訴された場合には、事実審の口頭
弁論終結時点における事実の存否が確定することになる（民訴3２1条 1 項参照）。
　訴訟の当事者は、自分に有利な法律効果の発生を認めてもらうために、ある
私法法規の要件に該当する具体的事実を主張するのが通常であるが、相手方当
事者の側から当該事実が主張されている場合であっても、裁判所は、その事実
を判決の基礎とすることができる（主張共通の原則）。弁論主義は、訴訟資料の
収集・提出につき、裁判所と当事者とがどのように役割を分担するかに関する
ルールであるから、事実の主張があれば、いずれの当事者が主張したかは問わ
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ない。証拠調べによって得られた証拠資料も、当該証拠調べを申し出た当事者
にとって有利であるかどうかを問わず、事実の認定に用いることができる。

⒝　Ａはどうすればよかったのか

　Ｃが177条の第三者と判断される限り、登記をしていないＡは所有者である
ことを対抗できないことになる。したがって、ＡがＣを被告として甲土地の所
有権確認請求訴訟を提起したとしても、Ａがこの訴訟の口頭弁論終結時までに
甲土地につき自己への所有権移転登記を具備した事実を主張・立証できなけれ
ば、自己の所有権確認請求は棄却されることになるという見通しをあらかじめ
持っておく必要がある。Ａは移転登記手続をＣに先んじて完了することが必要
であることになる（Ａが所有権移転登記を完了する前に、Ｃが建物の建設に着手し
た場合に、Ａの弁護士であったらどのように対処するかについて☞本章 Professional 

View Ⅰ- 3）。

	 Ⅰ- 1
事案を解析することの重要性（川上）

　法律専門職（裁判官・検察官・弁護士などの専業の法律のプロだけではなく、広
く仕事の中で法律に接する者も念頭においている）は、現に発生している紛争に、
法的解決を与えることが求められるが、そのためには、正しい法律知識が必要である。
しかし、正しい法律知識があるだけでは、紛争を正しく解決することはできない。
紛争を正しく解決するためには、①紛争となっている現実の生活事実を正確に分析し、
②その事実を法律という紛争解決手段を用いて当事者の議論を組み立てて整理し、
③さらにその紛争で解決の鍵となる争点を抽出し、④それに適用される規範を正し
く選択し、事実を規範に当てはめて、結論を導くことが必要だからである。いかに
正しい法律知識があっても、その適用場面を誤れば、紛争が解決しないばかりか、
混迷を深めるばかりである。
　実務においては法の解釈と適用は、抽象的なものではなく、常に具体的なもので
ある。法律専門職である実務法曹は、当事者の望むことを正確に理解し、その望み
を法律効果の観点から分析し、それを実現する法律効果を発生させる制度は何かを
複眼的な視点で検討し、それに基づき情報を漏れなく聴き取り、それを裏付ける証
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拠の有無とその信用性を吟味して、さらに訴訟での帰趨を予測して事件を組み立て
ている。
　そのためには、紛争がいかにして起きたかをまずは分析することが必要である

（「See（分析）」）。また、このような事案の解析から、法的な解決である177条の対抗
問題（「Plan（計画）」）に一足飛びに飛んではならない。当事者であるＡとＣの言い
分からは、どのような主張が考えられ、それは法的に妥当であるのか（「Think（検
討）」）を考えるプロセスが必要である。
　「See（分析）」が不十分なままでは、正しい「Think（検討）」と「Plan（計画）」
が成り立たない。さらに、「Plan（計画）」では、訴訟での帰趨の予測が不可欠である
ことから、「訴訟」という紛争解決の手続きと仕組みを理解していることが求められ
る。そして、このようなプロセスを経た上で、「Do（実行）」として、交渉、訴訟を
提起することになる。
　法律専門職は、このような「See（分析）」「Think（検討）」「Plan（計画）」「Do（実
行）」のプロセスを、当事者の求める結果に最も適したものが見つかるまで繰り返し
考えて法的紛争に解決に当たっている。 ■

Ⅰ- 2　民事訴訟の構造―二当事者対立原則（髙原）

　読者の中には、民事訴訟法（判決手続）の授業を聴講中の法学部生や、法科大学
院で法律基礎科目として同様の授業を履修中の未修 1 年次生も少なからずいるであ
ろう。大学の授業では、原告 1 名、被告 1 名、審判の対象（訴訟物） 1 個の事例を
念頭に語られるのが通例であろうが、本書では、「誰に対して」訴えを提起すべきか
が問われる。本章◆３ においては、［基礎編］であるにもかかわらず、関係者が10名を
超えることとなる。
　Link では、本書の解説を理解する助けとなるような民事手続法の基本的な事項を、
順次語っていくこととしたい。
　本章◆２ では、B、A、C の甲土地をめぐる生活関係が素材とされた。民法上は、甲
土地の所有権に関する A・B、B・C、A・C の各二当事者間の法律関係として分析さ
れることとなる。A と C は、甲土地を自分の所有物であるといっているが、互いに
対等の立場にあるから、自分の言い分を相手に押しつける法的権威を持たないとい
うのが近代法の発想である。多くの場合は A・C 間の自主的な解決が期待されるから、
国家が A・C 間の紛争に自発的に介入することは予定されていない。B が訴訟手続に
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当然に巻き込まれることもない。私的自治の原則はこの場面でも妥当することは本
文の解説のとおりである。もっとも、A・C 間の不和を放置したままでは、紛争が深
刻化し、第三者（例えば、◆３ に登場する D₁ほか）にも波及し、遂には暴力沙汰にも
なり、強者が無理を強い、弱者が泣き寝入りとなるおそれもある。ここに至って、
国家は、自力救済を原則として禁止するとともに、自ら紛争の解決に乗り出すので
ある。すなわち、国家（裁判所）は、A からの C を被告とする甲土地の所有権確認
を求める訴えを受理し、A・C を名宛人として判決を言い渡す。訴えに対する応答と
して判決主文で示された裁判所の判決内容こそが社会の公認する判断であるとして、
勝敗いかんにかかわらず、後に事件を受理する裁判所や当事者 A・C を規律する基準
として通用させ、紛争を相対的に解決する。これが、対立する私人間の法的紛争を
終局的かつ拘束的に解決する制度としての判決手続の基本構造である。たとえ訴訟
当事者間の権利・法律関係であっても、審判の対象となっていないもの（例えば乙
土地の所有権）の存否判断に当事者 A・C が拘束されることはなく（民訴114条 1 項）、
当事者でなかった B が A・C 間の判決内容に拘束されることもない（民訴115条 1 項
1 号参照）。このように、対立する私人間の紛争をその場限りで解決するという民事

訴訟の構造は、限られた物的、人的資源を効率的に活用するために長い年月をかけ
て構築されたものなのである。
　本書では、原告が「誰に対して」どのような権利を主張するかが繰り返し問われる。
民法を「使う」ことを目指す本書の考え方に、上記の説明を補えば、それはなぜか
を理解することがより容易になるものと考えられる。もっとも、民事訴訟法（判決
手続）の初学者には、まずは◆２ 、◆３ の解説を A・C 間の訴訟に関する部分に絞って読
み進めていくことを勧める。その後に、A・D₁間の訴訟を頭に置いて◆３ の解説を読み
直してみるとよいであろう。 ◆

◆３　原告からの請求②�
―所有権に基づく請求権を訴訟物とする給付訴訟

　前述した【Ａの言い分①】とは異なり、Ｃによってワンルームマンションが
建設された後に、Ａが甲土地に立ち寄った場合について考えてみよう。甲土地
上にＣがすでに建物を建築して甲土地を利用しているときは、甲土地の所有権
帰属をＡ・Ｃ間で観念的に確定させるだけでは、甲土地を取り戻したいという
Ａの目的を達成できない。Ｃが建物を収去しＤらが立退きに応じてくれなけれ




